
法
人
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

認
定
の
有
効
期
間

一

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
フ
・
オ
ー
・
イ
ー
・
ジ
ャ

パ
ン

東
京
都
豊
島
区
池
袋
三
丁

目
三
〇
番
八
号
み
ら
い
館

大
明
一
階

ヘ
ル
テ
ン
・
ラ

ン
ダ
ル
・
ア
ラ

ン

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
大
阪

精
神
医
療
人
権
セ
ン
タ
ー

大
阪
府
大
阪
市
北
区
西
天

満
五
丁
目
九
番
五
号
谷
山

ビ
ル
九
階

里
見

和
夫

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
か

や
ま
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
未
来
を

考
え
る
会

岡
山
県
岡
山
市
北
区
南
方

一
丁
目
六
番
七
号

廣
本

悦
子

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
才
の

木

東
京
都
文
京
区
向
丘
一
丁

目
一
番
一
七
号
タ
カ
サ
キ

ヤ
ビ
ル
四
階

川
井

秀
一

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
サ
ポ
ー
ト

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
一

丁
目
二
三
番
一
四
号

中
尾

雅

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
宍
塚

の
自
然
と
歴
史
の
会

茨
城
県
つ
く
ば
市
上
ノ
室

二
九
二
番
地
五

及
川
ひ
ろ
み

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
持
続

可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育

の
１
０
年
推
進
会
議

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
五

丁
目
五
三
番
六
七
号

阿
部

治

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
創
を

考
え
る
会
・
北
九
州

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北

区
下
到
津
一
丁
目
二
番
一

号
Ｕ
＆
Ｉ
ビ
ル
三
〇
三
号

室

岡
野

正
敏

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
タ
ヤ

マ
実
践
カ
レ
ッ
ジ

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
山

下
町
一
九
四
番
地
横
濱

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
ビ
ル
二
階

森
谷

雅
人

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
球

の
木

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
不

老
町
一
丁
目
三
番
三
号

丸
谷
士
都
子

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本

グ
ッ
ド
・
ト
イ
委
員
会

東
京
都
新
宿
区
四
谷
四
丁

目
二
〇
番
一
号

多
田

千
尋

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本

紛
争
予
防
セ
ン
タ
ー

東
京
都
文
京
区
関
口
一
丁

目
三
五
番
二
〇
号

堂
ノ
脇
光
朗

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本

レ
ス
キ
ュ
ー
協
会

兵
庫
県
伊
丹
市
下
河
原
二

丁
目
二
番
一
三
号

伊
藤

裕
成

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
皮
膚

病
理
発
展
推
進
機
構

北
海
道
札
幌
市
北
区
北
十

八
条
西
三
丁
目
二
番
二
一

号

木
村

鉄
宣

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

ま
で

二

別
表
特
定
非
営
利
活
動
法
人
高
麗
博
物
館
の
項
中
「
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
十

二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ャ
パ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
項
中
「
平
成
二
十
二

年
八
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

平成™™年�月˜œ日 木曜日 第œšœœ号官 報
住
所
静
岡
県
藤
枝
市
五
十
海
１
丁
目
1
8番
２
号

崔
奎
司
昭
和
3
7年
９
月
1
5日
生

住
所
大
阪
府
東
大
阪
市
中
石
切
町
３
丁
目
1
0番

2
2号

隋
国
玲
昭
和
4
5年

1
2月

2
2日
生

温
闖
平
成
６
年
８
月
1
3日
生

住
所
大
阪
市
城
東
区
森
之
宮
２
丁
目
４
番
1
9号

戴
隨
昭
和
4
1年
３
月
2
1日
生

楊
吟
楠
昭
和
4
3年

1
2月
７
日
生

戴
有
希
平
成
７
年
1
2月

1
9日
生

住
所
高
知
市
薊
野
南
町
2
8番

1
9号

蘇
由
佳
昭
和
5
6年
５
月
2
0日
生

住
所
福
岡
市
中
央
区
薬
院
２
丁
目
1
8番

2
6
`
1
0
0
1号

尹
一
永
昭
和
6
0年
７
月
2
6日
生

尹
一
森
昭
和
6
2年
５
月
1
4日
生

住
所
岡
山
市
北
区
津
島
京
町
２
丁
目
６
番
３
号

田
圭
位
子
平
成
元
年
４
月
1
1日
生

住
所
東
京
都
板
橋
区
赤
塚
２
丁
目
1
7番
６
号

金
容
純
昭
和
2
3年
３
月
2
1日
生

梁
三
雄
昭
和
5
7年
３
月
１
日
生

住
所
埼
玉
県
深
谷
市
戸
森
1
1
6番
地
１

⁄
磊
昭
和
6
1年
２
月
２
日
生

住
所
北
海
道
稚
内
市
恵
比
須
５
丁
目
１
番
２
号

崔
浩
行
平
成
２
年
８
月
2
1日
生

住
所
東
京
都
板
橋
区
大
谷
口
上
町
３
番
７
号

薛
理
晴
昭
和
4
7年
７
月
2
2日
生

住
所
東
京
都
足
立
区
足
立
３
丁
目
７
番
７
`
4
0
8号

兪
群
昭
和
5
2年
３
月
８
日
生

住
所
東
京
都
江
戸
川
区
中
G
西
２
丁
目

2
6番

1
2
`

5
1
2

号劉
ü
理
昭
和
6
3年

1
1月
２
日
生

住
所
東
京
都
北
区
田
端
１
丁
目
2
0番

2
3号

李
美
蘭
昭
和
5
3年
２
月
1
6日
生

住
所
滋
賀
県
大
津
市
本
堅
田
５
丁
目
2
2番

1
2
`
9
0
9号

夏
綾
昭
和
5
4年

1
2月

2
3日
生
〇
外
務
省
告
示
第
三
百
四
十
一
号

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
に
モ
ン
ロ
ビ
ア
で
、
リ
ベ
リ

ア
共
和
国
に
お
け
る
「
教
育
施
設
整
備
計
画
」
の
た
め
の

贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
連
合
児

童
基
金
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

教
育
施
設
整
備
計
画
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

七
億
七
千
二
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

¢
上
慶
一
在
リ
ベ
リ
ア
大
使

国
際
連
合
児
童
基
金
側

イ
ザ
ベ
ル
・
ク
ロ
ー
リ
ー
在

リ
ベ
リ
ア
事
務
所
代
表

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日外

務
大
臣

岡
田

克
也

〇
国
税
庁
告
示
第
二
十
三
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
二
十
三
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
く

公
示
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
六
十
六
条
の
十
一
の
二
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動

法
人
を
公
示
す
る
件
（
平
成
十
三
年
国
税
庁
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日

国
税
庁
長
官

加
藤

治
彦

住
所
千
葉
県
船
橋
市
本
中
山
３
丁
目
2
5番
２
`
1
0
7号

陳
霞
昭
和
5
1年
８
月
1
9日
生

林
諾

平
成
９
年
４
月
1
0日
生

住
所
千
葉
県
佐
倉
市
生
谷
1
5
8
7番
地
4
3

郭
方
雷
昭
和
4
6年
６
月
1
6日
生

劉
亜
麗
昭
和
5
2年
２
月
1
1日
生

郭
毅
浩
平
成
2
1年
３
月
1
6日
生

住
所
熊
本
県
上
益
城
郡
嘉
島
町
大
字
鯰
1
3
7
6番
地
３

金
紀

昭
和
4
4年
４
月
2
6日
生

住
所
高
知
県
香
美
市
土
佐
山
田
町
東
本
町
１
丁
目
２
番

９
号
文
里
香
昭
和
4
0年
９
月
２
日
生

住
所
北
海
道
稚
内
市
恵
比
須
５
丁
目
１
番
２
号

崔
国
仁
昭
和
5
6年
５
月
６
日
生

住
所
北
海
道
稚
内
市
恵
比
須
５
丁
目
１
番
２
号

崔
秀
明
昭
和
5
8年
８
月
1
2日
生

住
所
北
海
道
稚
内
市
恵
比
須
５
丁
目
１
番
２
号

崔
孝
尚
昭
和
6
1年

1
1月

1
6日
生

〇
国
税
庁
告
示
第
二
十
二
号

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
六
条
の
十
一
の
二
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
公
示
す
る
件
（
平
成
十
三
年
国
税
庁
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日

国
税
庁
長
官

加
藤

治
彦
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